
災害・防災情報を早く確実に知るために・・・　

緊急告知防災ラジオとは

町からの災害関連情報を受信する
と、電源を切っている状態でも自
動で起動し、最大音量にて放送し
ます。

※放送内容は、一般のラジオでも
ドリームスFM（76.5MHz）で聞
くことができます。

　大刀洗町では、災害情報伝達手段を拡充し、住民の皆様にいち早く正確な情
報を伝えるため、災害時の緊急告知機能により、自動で起動する「緊急告知防
災ラジオ」を販売・貸与しています。
　今回、その防災ラジオの無償貸与の条件に、「洪水浸水想定区域の浸水深が
3.0ｍ以上の地域にお住いの世帯（鵜木区、上高橋区、下高橋区、今区、中川
区）」を追加しました。
　下記のとおり、随時防災ラジオの無償貸与の申請を受け付けておりますので、　　
よろしくお願いいたします。

記

【受付】平日の午前8時30分から午後5時15分まで

【必要なもの】

①防災ラジオ貸与申請書（裏面を記入の上持参）
②運転免許証やマイナンバーカード等（本人確認ができるもの）

【受付場所】総務課消防防災安全係（大刀洗町役場1階）

その他

・ラジオは無償貸与品ですので、町外への転出、その他の理由によりラジオを
必要としなくなった時は、速やかに町に返却をしてください。
また、譲渡や転売はできません。

お問合せ先：大刀洗町総務課　 ０９４２－７７－０１７１

町民の皆様へ

※一般販売は、3,000円で行っています。　

http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/


記入のうえ、ご持参ください。

様式第１号（第３条関係）

大刀洗町緊急告知防災ラジオ貸与申請書

大刀洗町緊急告知防災ラジオの貸与に関する要綱に基づき、貸与の対象事由に

該当していますので、防災ラジオの貸与を申請します。

なお、下記の貸与の対象事由に該当しなくなった場合は、現状回復し早急に返還

します。

貸与の対象事由

大刀洗町緊急告知防災ラジオの貸与に関する要綱 第２条第５号 該当

令和 年 月 日

申請者

住 所 三井郡大刀洗町大字

氏 名

電話番号

※町が記入

受付番号 ラジオ管理番号 貸与年月日 返還年月日
外 部

アンテナ

有・無


